
こんなお悩みありませんか？
１・男性の育児休業取得促進に取り組みたい。
２・従業員の仕事と育児や介護の両立に取り組みたい。
３・人手不足の解消（採用・定着）に向けた取組を検討したい。
４・高年齢者・外国人などの幅広い雇用を進めたい。
５・採用・労務に関係する助成金について知りたい。（賃上げ対策の助成金を利用したい。）

専門家である社会保険労務士が、無料で相談をお受けします。

埼玉働き方改革推進支援センター
（厚生労働省委託事業）ハローワーク本庄

労務管理の課題、助成金の活用の相談を！
【出張相談会(予約優先 当日申込可)】

埼玉働き方改革推進支援センターHP

【参考：センター案内図】

0120－729－055
（埼玉働き方改革推進支援センターへ
「ハローワーク本庄会場」で予約も可能です。）

【日時】 毎月 第２金曜日 １３：００～１７：００で調整

（5/8・6/12・7/10・8/14・9/11・10/9・11/13・12/11・
令和9年 1/8・2/12・3/12)

【会場】 ハローワーク本庄 ２Ｆ個別ブース

相談会場は
ハローワーク本庄です。

埼玉働き方改革推進支援センター
〒330-0０６３
さいたま市浦和区高砂3-12-24
小峰ビル304-B

０１２０－７２９－０５５
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埼玉働き方改革推進支援センター 出張相談会

所名

月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

本庄
２F

個別ブース
第2金曜 8日 12日 10日 14日 11日 9日 13日

※時間は原則13:00ー17:00の1時間単位で調整。
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